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中国における標準化戦略

序文
2001 年に WTO に加盟した中国は，TBT 協定によ

り定められる国際標準の遵守が義務付けられるように
なった。標準の国際整合と知的財産は中国にとって無
視できない負担であり，これに対して中国政府は
2006 年 2 月に「国家中長期科学技術発展計画要綱」
を打ち出し，さらに 2007 年 3 月には「第 11 次 5 カ年
計画」を公表し，標準化活動の強化に積極的に乗り出
している。そしてこれは国際社会の注目するところで
もある。

本論文では，具体的な中国の標準化の状況を説明し，
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中国における標準化戦略

会員　清水　　至

2001年にWTOに加盟した中国は，TBT協定により定められる国際標準の遵守が義務付けられるよう
になった。標準の国際整合と知的財産は中国にとって無視できない負担であり，これに対して中国政府は
2006年 2月に「国家中長期科学技術発展計画要綱」を打ち出し，さらに2007年 3月には「第11次
5カ年計画」を公表し，標準化活動の強化に積極的に乗り出している。そしてこれは国際社会の注目すると
ころでもある。
具体的に中国は標準の改定数や新規策定数を順調に伸ばしており，さらに国際標準への対応も進めている。
またこれに伴って科学技術力も向上させている。このような中国において日本も積極的に標準化活動に取り
組むべきであると考えるが，このとき，中国の任意規格が国際的に不整合であることや，制度上の問題，法
令が整備されきれていないなどの問題が挙げられる。
次に，中国における標準化のポイントとして，以下の3つを挙げる。
1つめは，拡大する中国の市場において競争力を得るために，中国において標準を取得することである。
これについては，中国におけるイノベーションの偏りに注目しながら，標準を利用して国際分業を進めるこ
とや，デファクト型標準とデジュール型標準を平行して成立させることなどが有効である。また，特許問題
にも留意しなければならない。
2つめは，国際標準取得のためのパートナーシップとして，中国が重要となるという点である。すなわち，
地域化を進める欧州等に対してアジアも地域基盤を固めるべきであると考える。
3つめは，標準化により粗悪品対策としての効果が期待できるという点である。具体的には，試験・検査
方法の標準化を行うことで，純正品と中国における粗悪品との差別化を図ることを考える。

要　約

　4.2　中国における試験・検査方法の標準化の事例
　4.3　中国における試験・検査方法の標準化の留意点
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中国における標準化のポイントとして 3 点を挙げた。
1 つめは，拡大する中国の市場において競争力を得る
ために，中国において標準を取得することである。2

つめは，国際標準取得のためのパートナーシップとし
て，中国が重要となるという点である。3 つめは，標
準化により粗悪品対策としての効果が期待できるとい
う点である。

これらについて以下に述べる。

1．中国における標準化の現状
1.1　変わる中国の標準化戦略

昨今，産業の現場では標準が重視されるようになっ
ているが，その背景の一つに WTO/TBT 協定がある。
TBT 協定は WTO 協定の付属書の 1 つであり，WTO

に加盟する 153 ヶ国（2008 年 12 月現在）の全てに効
力を持つ。この TBT 協定は，国際標準を国内標準の
基礎とすべきことを義務付けており（TBT 協定 2 条）（1），
国際標準に自社自国の技術を反映できれば，国際市場
のみならず，各国国内市場でも優位な立場を築ける環
境を得ることができる。

2001 年に WTO に加盟した中国にも，TBT 協定に
より定められる国際標準の遵守が義務付けられるよう
になった。発展途上にある中国は，未だ保護すべき国
内産業を多く残すものの，国内標準を貿易障壁として
護るようなことは TBT 協定により許されない。さら
に知的財産に関する問題も急増し，中国にとって大き
な負担となった。

象徴的な問題のひとつとして，中国 DVD 産業とラ
イセンス料の問題が挙げられる。中国における DVD

産業は 2002 年に年間平均成長率 180％に達したが，
DVD 特許料徴収組織からの要請により高額なライセ
ンス料の支払いを余儀なくされ，大部分の企業が国際
市場から撤退し，苦境に追い込まれることとなった（2）。
一説によれば，中国が外国に対してこれまでに支払っ
た特許ライセンス料の総額は，100 億元（約 1400 億円）
を超えるとの観測もある（3）。これに対して中国は，
DVD と競合する EVD（Enhanced Versatile Disc）の
工業標準化や，無線 LAN 技術標準 WAPI（Wireless 

LAN Authentication and Privacy Infurastructure）の国
家標準化などを進めたが，依然として残る特許料問題
や国際社会からの反対により，決して好調ということ
はできない。このように，標準の国際整合と知的財産
は，中国にとって無視できない負担となった。

しかし現在，そのような状況は変わりつつある。上
記ような苦境に鑑み，中国国務院は 2006 年 2 月に「国
家中長期科学技術発展計画要綱」を打ち出し，2020

年までの科学技術発展についての国家戦略を発表し，
その中で知的財産と標準化の重要性を謳った。これは
科教興国・人材強国戦略や自主イノベーションなどを
基本方針としており，具体的な数値目標も多く掲げら
れている。これらの目標が達成されれば，少なくとも
2020 年までには，中国は多くの重点領域について先
進国レベルに追いつくこととなる。また，計画には多
くの専門家の参加を得て多岐にわたる議論を経て作成
されており，優秀な若手専門家も積極的に議論に参加
させたことによって，今後の中国の科学技術発展戦略
に大きな意味を残したと考えられる（4）。

そしてこれを受けて 2007 年 3 月には中国国家標準
化管理員会（SAC；Standardization Administration of 

China）により「第 11 次 5 ヵ年計画における標準発
展計画」が公表された。これは中国製品・産業の国際
競争力強化，旧来の国内標準化システムの近代化・国
際化，WTO ルール遵守と積極的な国際標準の採用等
を目的としたもので，標準化戦略は極めて重要な国家
政策として位置付けられるようになった（5）。また，
TD-SCDMA や AVS といった，影響力の強い国際標準
も成立し始めている。

このように中国が戦略的に国際標準化活動に着手を
始めたことに対して，世界各国は脅威を抱いている。
標準はボトムアップで作成されるところ，世界最大の
市場を有する中国はその影響力が極めて大きいからで
ある。これは，「標準化イニシアティブ」で中国を強
く意識する米国や，積極的に中国との国際標準化活動
に関する協力協定を結ぶ欧州機関・欧州企業の動きか
らも言うことができる。

1.2　中国における標準化の仕組みと組織

（1）標準化法と標準の階層

中国の標準化に関しては，基本法制として「中国標
準化法」が 1989 年に施行された。標準の制定，公布，
及び実施過程についてはこの標準化法が主たる法律根
拠となり，さらに具体的内容は 1990 年に国務院によ
り施行された「実施条例」に基づく（6）。

中国における標準のヒエラルキーについては，標準
化法第 6 条以下において以下の 4 階層の標準が規定さ
れている（7）。
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ⅰ）国家標準
全国で統一する必要のある技術要求で，国務院標準

化行政主管部門（SAC）が制定する。
ⅱ）部門標準（業界標準）

国家標準がなく，または全国のある業界範囲内で統
一の必要のある技術要求。国務院の関係行政機関（信
息産業部等）が制定し，SAC に届けて登録される。
国家標準が公布されると，その部門標準は同時に廃止
される。
ⅲ）地方標準

国家標準・部門標準にはないが，省・自治区等で統
一する必要のある工業製品の安全性や衛生面について
の標準。省・自治区・直轄市の標準化行政主管部門が
制定し，SAC と国務院の関係行政主管部門に届けて
登録される。国家標準・部門標準が公布されると，そ
の地方標準は同時に廃止される。
ⅳ）企業標準

企業で製造された製品で国家標準・部門標準がない
ものは企業標準を作らなければならない。企業が制定
し，地方政府の標準化行政主管部門と関係行政主管部
門に届けて登録する。既に国家標準・部門標準がある
ものは，それよりも厳格な企業標準を制定し，企業の
内部で適用することが奨励される。

図表 1-1にも示した通り，中国における標準は 4 つ
の階層からなることがわかる。このとき，上位の標準
は下位の標準に優先され，部門標準や地方標準は上組
織に報告する義務がある。すなわち主体を企業として
政府がこれを支援することで，標準のボトムアップを
図っている（8）。

なお，中国の標準については，強制標準と任意標準

があり，任意標準は「/T」の記号で表される。たと
えば強制国家標準は GB であり，任意国家標準は
GB/T である。日本と比較してみると，JIS 規格は完
全な任意標準であり，GB/T の位置づけとなる。

ここで，国家標準及び強制標準は，TBT 協定に基
づき，国際標準との整合化義務が存在する。しかし中
国は，部門標準・地方標準に関する任意標準について
は整合化義務とは無関係であると主張しており，国際
調和の観点で問題とされている（9）。これについては後
述する。
（2）中国政府内の関連部局と工作組

中国における標準に関しては，中国国家標準化管理
委員会と中国国家認証許可監督管理委員会が統括を
行っている。これらはいずれも国務院直轄機構である
中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）の外庁で
ある（10）。
ⅰ）中国国家標準化管理委員会（SAC）

標準化政策や基準認証制度を扱っており，部門統一
的に扱う点でその意義は大きい。また SAC は ISO・
IEC のメンバー機関でもあり，国際標準化を積極的に
推進する（11）。部門標準化機構と全国専門標準化技術
委員会の 2 つのインタフェースを有し，全国専門標準
化技術委員会は現在 300 以上が存在する（12）。
ⅱ）中国国家認証許可監督管理委員会（CNCA）

強制法規などを扱う。中国製品認証規制（CCC）の
認証もここで行われる。

標準化作業を進めるにあたっては，工作組（Standards 

Working Group）と呼ばれる組織が形成される。これ
は例えば Linux 関連技術の標準化活動にあたる「Linux

標準工作組」（中国情報産業部が 2004 年に設立）や，
AVS の標準化活動にあたる「デジタル音声映像コー
デック技術標準化工作組」（中国情報産業部が 2002 年
に設立）など，多くが挙げられる。各企業はそれぞれ
の工作組に所属し，ここで標準化活動にあたることに
なる。起稿された標準草案は国家標準委員会に提出さ
れ，国家標準委員会により審査がなされることとなる。

このとき，工作組のメンバーは必ず中国国内企業や
中外国合資企業であることが原則とされ，外国企業等
が工作組の活動に参加する場合には，観察員という身
分で参加することとなる。ここで観察員は，項目を立
てる権利，項目に対しての独立提案をする権利，及び
表決する権利が認められない。最も必ずしもこのよう
な制限が守られているわけではないが，通信技術分野

図表 1-1　中国標準の階層構造
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や電子技術分野など秘密性の高い技術分野において
は，このような制限が厳格に行われている。そのため，
中国における標準化作業に関わる場合には，中国の大
学や研究機関などとの提携を行うといった方法が必要
となる（13）。
（3）中国の標準化組織構造の特徴

各国における標準化組織の構造は，各国際機関への
対応関係など類似部分もあるが，それぞれの特徴点を
知ることが重要である。中国の標準化組織について，
原田氏は以下のように述べる（14）。

 『中国は，国際標準化途上国であるが，国際標準化
組織においては先進国である。
 　標準化の世界は分野別の組織で構成され，さらに
1 つの組織の中が分野別の委員会で構成されてい
る。しかし中国は，社会インフラの導入段階にある
という経緯から，情報技術とエレクトロニクスの縦
割分野というものがない。さらに，標準化の世界は
階層別の組織で構成されるところ，中国は政府主導
で一体化して対応することができる。
 　このように，国策としての標準化という意味で，
標準化の政治担当者と技術者の意識が完全に合致し
ており，強みといえる。ただし，その独特の国家組
織構造から，組織同士の横の連携はうまく取れてい
ない。』
国際標準化による立国を目指す中国は，既存のイン

フラや古い組織構造にとらわれる必要がなく，さらに
社会主義による縦の結束があり，柔軟な動きを可能と
すると考えられる。そのため，中国がこのような強み
を持つことを意識して臨まなければならない。

1.3　中国における標準化と科学技術の発展状況

（1）国内標準の状況

図表 1-2は，1997 年から 2006 年にかけての，国内
標準の累計件数の推移を表したものである（15）。これ
によれば，中国国内の標準件数は年々増加し，2006

年における累計件数は，1997 年に比べて 33％増加し
ている。このうち，国家標準の全体に占める割合は 3

割程度であることがわかる。なお，国家標準において
占める強制標準の割合はその 15％ほどである（15）。

また標準の種類についてみると，効力の強い国家標
準も重要ではあるが，業界標準や地方標準が全体の 7

割を占めており，これらについても注目しなければな
らない。

また遠藤氏の研究によれば，1997 年から 2006 年に
かけての，国家標準における新標準と改定標準の割合
について，両者ともに同程度の割合で公布がされてい
る（16）。ここで新標準の公布は新規分野の標準化の発
展を表し，改訂標準の公布は標準が既に存在する分野
の技術発展を表すと言える。これは中国が，従来の技
術の見直しを怠らず，かつ改善や新規技術の発展を続
けていることを示唆すると考えられる。
図表 1-3は，中国の論文被引用数の国際順位を示し

た表である（17）。図表 1-4は，2006 年末までにおける，
国家標準における技術分類ごとの標準数を表した図で
ある（18）。

図表 1-3　中国の論文被引用数の国際順位
	 （カッコ内は全論文数順位）

年 材料 化学 数学 工学 物理 生物 医学

91 年～ 95 年 8
（9）

15
（11）

10
（9）

11
（10）

13
（8）

23
（23）

19
（20）

96 年～ 00 年 6
（4）

9
（7）

6
（6）

8
（7）

9
（7）

20
（14）

19
（19）

01 年～ 05 年 3
（2）

4
（2）

5
（3）

5
（4）

6
（4）

13
（8）

16
（14）

（遠藤誠『中国における技術標準化と特許』日本機会輸出組合 p23）

（遠藤誠『中国における技術標準化と特許』日本機会輸出組
合 p23）

図表 1-2　中国国内標準の累計件数推移
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図表 1-3より，中国は生物・医学分野こそ弱いもの
の，材料，化学，数学，工学の分野でそれぞれ 3 位か
ら 5 位に位置しており，高い存在感を発揮しているこ
とがわかる。そして図表 1-4より，電気通信・機械・
化学工業の分野における標準公布件数が多く，これら
の分野における科学技術力が，標準という形で成果と
して実を結んでいると考えられる。

また図表 1-4より，国家標準において占める強制標
準の割合としては，医療・衛生，食品などの人の健康・
安全に関する分野において大きいことがわかる。
（2）国際標準の状況

国家標準と国際標準の整合度は，一致（IDT），修
正（MOD），同等でない（NEQ）に分けられる（国
際標準採用管理規則）（19）。
図表 1-5は，2002 年から 2006 年における，国家標

準総件数中の国際対応標準の割合を示したものであ 

る（20）。ここで，国際対応標準とは，国際標準と対応
関係にある標準としてここで定義したものである。こ
れについてみると，国際標準に対応した国家標準は，
4 割程度であるが継続して増加傾向にあることがわか
る。

なお，各国際標準組織ごとの標準の対応状況を見る
と，2006 年末における 3 大国際標準との関係は図表
1-6の通りになる（21）。

図表 1-6　国際標準の国家標準への転化数・転化割合

組織 国際標準件数 国家表標準への
転化件数 転化率（％）

ISO 16,455 5,378 32.7
IEC 5,613 2,389 42.6
ITU 4,500 50 1.1

（遠藤誠『中国における技術標準化と特許』日本機会輸出組
合 p33）

国際標準の制定・修正への参加状況についてみると，
2006 年末までに中国は 55 の国際標準制定作業を完了
しており，ここには 39 の ISO 標準，16 の IEC 標準
が含まれる。さらに，ISO/SC/TC 事務局の担当，及
び担当役職数も増加傾向にあり，国際標準化組織の活
動・任務の引き受け等も積極的に行っている。相互協
力活動の推進としては，2006 年末までに，ドイツ，
米国，日本，韓国，英国，カナダと各種形式による協
力協定・協力覚書を締結した（22）。

これらのことから，中国は国際標準を国内に導入す
るだけでなく，国際標準の作成に関しても力を注いで
いることがわかる。既に述べた通り，中国は国際標準
化活動の強化を進めており，この傾向について今後も
注目していかなければならない。
（3）科学技術の発展状況

現在中国は，国際分業化による OEM/EMS メーカー
等の生産拠点となっている。しかし中国政府は，外貨
製造業の選別強化に乗り出し，付加価値の低い製品へ
の優遇を撤廃や，先進技術や資源を持ち込む形の事業
を優遇するなどして，「組み立て型」から「高付加価
値型」へと産業構造を転換させようとしている（23）。

今後中国の産業がどのように発展するかは一概には
言うことができない。しかし，科学技術について重点
分野を定めて国を挙げて推進していること，特に若手
の研究者の活躍が目立つこと，技術導入を盛んに行っ
ており，電気通信分野でのハイテク輸出が急増してい
ることなどの事情を鑑みると（24），将来の技術成長は
間違いないと思われる。

また産学連携も積極的に優遇されている。主要大学
や研究機関からのスピンオフ企業も増えており，例え
ば清華大学の「同方」や北京大学の「方正」，中国科

（遠藤誠『中国における技術標準化と特許』日本機会輸出組
合 p128 を元に作成）
図表 1-4　国家標準における技術分類ごとの標準数（18）

（遠藤誠『中国における技術標準化と特許』日本機会輸出組
合 p31）
図表 1-5　国家標準総件数中の国際対応標準割合



	 パテント 2009 ‒ 44 ‒ Vol. 62　No. 10

中国における標準化戦略

学院の「聯想集団（レノボ）」などが挙げられる。イ
ンキュベーションセンター「清華科技園」は研究開発
を中心とした入居企業が 400 を超え，清華大学自体の
企業や合弁企業が 4 割を占める。また事業内容は，6

割が情報通信関連，4 割がバイオテクノロジーや新エ
ネルギーに関するものである（25）。これら先端技術を
扱う企業が増えていることからも中国の科学技術力の
向上が窺え，さらにこれらの分野が現在の国際標準化
動向に合致している点にも注目しなくてはならない。

これらのことから，今後の中国における標準化にお
いて注意すべきは「変化」であると考える。標準化に
あたっては，標準化を自ら主導するのか，他者の標準
に参加するのか，あるいは製品におけるどの部分の標
準化を行うのかを戦略的に行わなければならない。こ
れについて，科学技術力の向上により標準化戦略にお
ける中国の位置づけは変化していくと思われる。

ここで具体的に中国企業についてみると，中国企業
の研究開発費の使用比率は先進国並みであるものの，
基礎研究の割合は低く，イノベーションは一部の企業
に偏っている可能性がある（26）。このことから，高度
技術を有する企業と，技術力の低い企業とがあると考
えられ，これらを分けて注目していく必要があると考
える。

1.4　中国での標準化に関する制度上の問題点

ここまでで述べたように，中国は国を挙げて標準化
活動に取り組んでおり，国内標準の整備と国際標準化
活動への参加とともに，近年成果をあげつつある。し
かしそれでも，標準化活動への着手から日が浅いこと
もあり，内包する課題は多くある。また特に，標準化
活動は知財政策と同様に重要な経済産業政策として位
置付けられるところ，中国政府により国内産業保護に
偏重している点も否めない。

ここでは中国の標準化に関して，日本企業にとって
の問題点を以下に述べる。
（1）部門標準以下の任意規格の国際不整合

既に述べたとおり，国家標準および強制規格につい
ては，TBT 協定に準拠しての国際標準との整合が求
められる。このとき中国標準において問題となるのは，
部門標準以下における任意規格である。中国はこれら
について TBT 協定とは無関係であると主張しており，
国際ルールとの不整合の問題が生じている。具体的に
は，当該部分における標準の国際的な整合が図られな

いほか，国内外間で公平に取り扱われないことや，標
準化作業計画も公表されず不透明である，などの問題
がある。たとえば米国などは，標準作成にあたって国
際的にコメント機会を確保するが，中国においてはそ
のようなことも行われていない（27）。

既に述べた通り，部門標準や地方標準の数は中国国
内標準の 7 割を占め，任意規格といってもその影響力
は大きい。この作成・使用において中国内外での差が
あることは，標準の予測不可能性などの観点で外国企
業にとって大きな負担となる。

図表 1-7　中国の強制規格と任意規格

強制規格（GB） 任意規格（GB/T）

国家標準 TBT 協定本体に基づ
く義務

TBT 協 定・ 付 属 書 3
に基づく義務

部門標準 TBT 協定本体に基づ
く義務 無関係（と中国は主張）

地方標準 TBT 協定本体に基づ
く義務 無関係（と中国は主張）

企業標準 ―― 無関係
（経済産業省基準認証ユニット『JISC-SAC 間の協力に関す
る実施規定の合意』）

また中国においては，製品の実施にあたって企業標
準を設定することが義務化されている。すなわち，全
ての製品について標準を定め，手続きを踏まなければ
ならないため，コスト面などにおいて外国企業の過度
の負担となっている（28）。
（2）CCC制度

中国製品認証規制（CCC）は安全や電気について
の安全認証制度であり，日本の JIS 等に相当する。対
象分野は安全や電気電子製品であり，現在 22 分類
159 品目が対象とされており，今後は他にも情報セ
キュリティなどジャンルが増える見込みである（29）。
日本から中国への輸出全体に占める CCC 対象品目は
5％程度ではあるが，輸出額の母数自体が大きいので，
その規模は決して小さくはない。この CCC 制度につ
いては以下のような問題があり（30），外国企業にとっ
て負担となっている。

・ 中国は中国国外に適合性評価機関を設定しておら
ず，CCC 認証に関して中国国外の試験機関が実
施することができない。そのため，CCC 取得に
当たっては中国に実際に持ち込む必要があり，不
便である。

・ CCC の該当・非該当に関する判断基準が不明確
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である。
・CCC 制度の認証に関するコスト負担が大きい。

（3）ノウハウの標準化

中国は製品のコストダウン効果を得るために製品の
標準化を徹底して行う傾向にあり，外国企業にとって
脅威である（31）。

この 1 例としてノウハウの標準化が挙げられる。標
準化は技術の平滑化を招くため，ノウハウなどは標準
化せず，差別化領域として残すことが通常である。し
かし中国は，先進国企業の技術について，そのノウハ
ウまでも標準化し，設計図化させることで，ノウハウ
をオープンにさせようとしている（32）。これは例えば，
インクカートリッジや携帯電話用電池の安全性に関す
る事例などが挙げられる。

またソフトウェアのソースコードの開示を強制する
「強制認証制度」を 2010 年 5 月 1 日より実施するとの
発表もされている。これはセキュリティ関連技術など
について，「政府調達」の範囲で中国認証当局へのソー
スコードの開示が義務付けられるものだが，具体的な
範囲は不明であり，トレードシークレットの流出が強
く懸念されるところである（33）。

当然，先進国企業にとってこれらは不利益であり，
中国に申し入れできる体制とするよう呼びかけること
や，対抗案を積極的に提案してノウハウの開示を防ぐ
必要がある。
（4）法令の未整備

中国は法律が未整備な部分が多く，標準化やパテン
トプールの実施に際して，法的な整合が不明確な点が
多い。標準化においては，特許や独禁法やとの抵触問
題，第三者問題などが重要な論点となるところ，中国
では法律・判例ともに少なく，今後どのように判断さ
れるかの予測がつかない。これは中国で標準化活動を
行う上での課題となる。

標準やパテントプールに関する法律については，対
外貿易法，技術輸出入管理条例，独占禁止法などが挙
げられるが（34），以下に見るように，今後発効・運用
される法律や，規定の不十分な法律も多く，これらの
法律について改正や裁判所の判断に注目を続ける必要
がある。

2．中国における標準化戦略
2.1　拡大する中国市場

13 億人の人口を抱える中国は，GDP や個人消費を

年々増大させており，市場として注目されている。た
とえば個人消費についてみたとき，個人所得を牽引す
る都市部家計部門の所得・支出動向についてみると，
1998 年から 2006 年にかけて，世帯あたりの年間可処
分所得は年平均 8％増で，世帯あたりの年間消費支出
は年平均 7％増で向上・拡大している（35）。これについ
て図 2-1，2-2に示す。

都市部では特に，新車購入可能な世帯として位置づ
けられる「新富裕層」が全体の上位 8％，1505 万世帯
に達し（2006 年 12 月），これらの拡大による中国市
場の拡大の可能性が予想されている（36）。

このように発展を続ける中国において，日系電機
メーカーは事業規模を拡大させている。これについて，
日中投資促進機構による「第 9 次日系企業アンケート
調査」の結果によれば，中国に進出する製造業・非製
造業ともに 8 割弱の企業が中国での事業規模拡大を予
定しており，さらに 8 割の企業がその理由について，
中国国内市場の拡大を挙げている（37）。

標準化には市場の成長の加速・拡大の効果があると
ころ，このように拡大する中国の市場において，標準
化により製品の市場優位性を得るべきことは言うまで

（みずほ総合研究所『中国都市部家計の所得・支出・貯蓄』
p10）

図 2-1　都市部 1人当たり年間消費支出の推移

（みずほ総合研究所『中国都市部家計の所得・支出・貯蓄』
p5）
図 2-2　都市部 1人当たり年間可処分所得の推移



	 パテント 2009 ‒ 46 ‒ Vol. 62　No. 10

中国における標準化戦略

もない。江藤氏は標準化について，『先手を打たなけ
れば不利になる。そして一度標準化の動きが始まれば，
その動きを止めることは難しい』（38）と述べる。中国
は着実に標準の数を増やしており，日本企業も積極的
に標準化活動を進めるべきである。

2.2　標準化を用いた国際分業

中国に対しては，標準化を用いた国際分業が考えら
れる。これについてまず新田・江藤氏らの研究を参考
に以下述べる（39）。

標準化は市場の早期立上げ・拡大に資するものの，
標準化された領域については，その技術や特許が開放
され，品質が平滑化し，利益を得られなくなる恐れが
ある。そこで標準化を行う場合には，標準化する部分

（オープン部分）と，標準化せず自社で持っておく部
分（クローズ部分）とを戦略的に分ける必要がある。
そしてオープン部分で市場を拡大しつつ，クローズ部
分において他社との差別化を図り，この差別化部分か
ら利益を得るのが好ましい。さらに言えば，自社の得
意技術については標準化せず，不得意技術について他
社を標準化（オープン化）させクローズ部分から利益
を得るための補完要素とするべきである。

さて，ここで中国産業の特徴をみると，モジュール
製品と呼ばれる，部品間の相互依存性の弱い，組み合
わせによる製品の製造に長けている点が挙げられる。
これらはモジュール同士の調整を行う必要が少ないの
で，部品ごとに分業量産すればよく，技術力が高くな
くとも労働集約的で低コストでさえあればよい。

一方で日本は，コストパフォーマンスの点でモ
ジュール製品では中国には勝つことができないもの
の，高度技術の要る製品（インテグラル製品）につい
ては有利である。これらは部品の製造や擦り合わせに
技術蓄積が必要であり，高い技術力が求められ，参入
できる中国企業は未だ多くは無い。

このようにして，高度な技術を要するキーコンポー
ネントに長けた日本企業と，それを部品として用いた
最終製品を組み立てるのに長けた中国企業，という構
図が浮かび上がる。現在中国が国際分業化により，
OEM/EMS メーカーの生産拠点となっているのは，
このような事情による。

上記分業構造について，標準化を用いることで加速
させることが考えられる。具体的には，最終製品や部
品間のインタフェースについて標準化を行い，当該部

分の技術をオープンにする。すると技術をキャッチ
アップしようとしている中国の新興企業に対して，技
術の移転が加速され，早期にその市場が立ち上がるこ
とになる。一方で，日本企業が得意とするキーコンポー
ネント部分については標準化せず，ブラックボックス
化したまま競争力を保持する。インテグラル製品は技
術拡散の速度が遅く，普及が進みにくいという傾向が
あるところ，外部インタフェースを標準化してモ
ジュール製品と関連付けることにより，市場への大量
普及が可能となる（40）。

このようにして，国際分業体制に標準化を導入する
ことで，中国企業にとっては技術のキャッチアップが
可能となり，かつ市場の早期拡大を図ることができる。
また日本企業は市場を確保しつつ，キーコンポーネン
ト部分について普及を進め，かつ利益を得ることがで
きる。

ただし既に述べた通り，中国において高度技術を有
する企業や研究機関も育ちつつあり，これらと技術力
の低い企業とを分ける必要がある点に注意しなければ
ならない。

2.3　標準化における留意点

以下では，中国における標準化において留意すべき
点について述べる。
（1）標準の種類の選択

民需産業を中心とした日本と異なり，中国は官需産
業を中心に据えて政府が強く標準化を主導している。
この差を意識しつつ，標準化活動を進めなければなら
ない。

市場の早期立ち上げや拡大を目的とする場合には，
デファクト標準やフォーラムの結成が有効である。自
社の得意技術を特化しての部品レベルでのデファクト
標準取得や，あるいは数社によりフォーラムを結成し
技術の普及を図ることが考えられる。

またこれと同時に，デジュール標準の取得も進める
べきである。日本の国家標準として成立していれば，
中国での標準化交渉や，あるいは国際標準化活動を有
利に進めることができる。あるいは国際標準が成立し
ているならば，この影響力をもって中国市場での活動
を有利に進めることができる。

なお，デジュール標準はその制定に時間がかかるた
め，デファクト／フォーラム型標準の成立後にようや
く成立することになる。それではデジュール標準取得
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の意味が無いようにも思われるが，公的機関のお墨付
きを得ることによる利点は無視することができない。
交渉が有利になるだけでなく，これにより目的とする
標準が決定付けられたり，あるいは他社の標準への後
発的な対抗が可能となるためである。このようなデ
ジュール標準の取得について，原田氏は『公的市場を
相手にしたり，途上国の市場を相手にするときは必須
である』と述べる（41）。

これらのことから，デファクト／フォーラム型の民
間による標準化と，公的機関による標準化を同時に進
めるべきである。
（2）標準化のパートナー

現在標準化にあたっては数者間の協議を経て作成さ
れる場合が多いが，中国の標準化作業の特徴として工
作組の存在が挙げられる。外国企業等もこの工作組に
参加することは可能であるが，観察員の身分の参加に
留まり，原則として項目の提案や表決などの権利は認
められない。技術分野によっては中国企業は当然のこ
と，中国の大学や研究機関などとも提携を行い，これ
らを介して標準化作業に関与する必要がある。

また，標準化においてはこれを主導することや，他
者の標準の周辺分野を固めるなどの戦略が考えられる
が，中国企業の技術力に偏重がある点を考慮するべき
である。この中で適切なパートナーを選び標準化を進
める必要がある。ここで，中国では未だに技術力の高
くない企業や新規参入企業も多い。これらについては
技術移転も視野にいれ，標準と技術のサポートを進め
ることで，標準の普及を進めるべきである。
（3）特許とライセンス料率

標準化戦略においては，標準に含まれる特許からの
利益だけを期待するべきではない。標準化の最大の目
的はあくまでも市場の拡大であり，これに包含される
特許のライセンス料を高額にすることで，市場拡大効
果が妨げられたのでは意味が無い。またライセンス料
を高くしたとしても，実際に標準に含まれる特許から
利益を得られたケースは稀である（42）。利益はあくま
でも，標準化しなかった差別化部分から得るべきであ
り，標準はこの差別化部分の市場拡大のためにあるべ
きである。

また，現在中国は標準化について力を入れており，
国家標準や民間のフォーラムにおいて，パテントポリ
シーによる特許の排除が図られている。さらに今後，
標準化に関して特許権の効力を制限するどのような法

制が敷かれるかもわからない。標準化にあたっては，
特許権によるライセンス収入よりも，特許を開放する
ことで拡大された市場から利益を得るべきであると考
える。

次に，標準に含まれる特許の問題としては，アウト
サイダーに留意すべきである。中国の特許出願件数は
増加しており，しかも世界各国の企業が中国に対して
出願を行っている。標準に第三者の特許が含まれた場
合，悪くすれば標準の実質的な廃止も招くため，特許
の監視には注意を払う必要がある。

ただし，特許調査については，誰が実施するのかと
いう問題が挙げられる。標準化機関による実施の場合
には，費用や能力面での不足と，未発見特許の存在に
責任が持てないという欠点が生じる。特許権者による
実施の場合には，自社特許を調べるインセンティブの
不足と，虚偽報告に対する防止策が無いという欠点が
生じる。第三者による実施の場合には，責任を持てな
いなどの欠点が生じる（43）。

日本企業が中国企業と協力して特許調査にあたる場
合，言語の問題も考慮して，適切な協力関係を築くべ
きである。

3．国際標準取得のためのパートナーシップ構築
次に，国際標準化活動を考えたときの，中国とのパー

トナーシップの重要性について考える。
近年では各社の技術力に大差が無くなり，1 社の製

品や技術が市場を独占してのデファクト標準は成立し
にくくなっている。一方，技術のライフサイクルの短
い分野では，標準成立に時間のかかるデジュール標準
も用いることができない。そこで現れるようになった
のがフォーラム標準である。この観点から国際社会に
目を移すと，国際標準は国際標準化機関における各国
の協議の末に定められるため，国を越えての協力が不
可欠となる。例えば時計に関する国際標準の事例

（ISO/TC144）の場合，日本単独による案は欧州各国
の共通案に退けられる結果となったものの，中国やイ
ンドといった国を日本の案に組み入れ再度提案するこ
とで，その取得に成功している（44）。このように，国
際標準化活動においては，国際的な協力関係の構築が
不可欠である。

3.1　地域化の必要性

標準化活動における国際的な協力関係としては，欧
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州が特に強固である。欧州は標準化活動を極めて重要
な課題と認識し，各国 1 票という国際標準機関のルー
ルの下，地域一体となって強力な影響力を発揮してい
る。さらに，ウィーン協定（1991 年）やドレスデン
協定（1996 年）によりその力を強めている。また，
米国も南米勢との協力体制を築いている。

このような地域化について，アジアも地域化を進め
るべきである。その理由は 2 点あり，1 つは欧米諸国
の地域化と対抗した基盤を持つことが重要となるため
である。もう 1 つは，欧米と同様にアジアも共通した
独自の文化・体系を有する点である。江藤氏は，『標
準とは複数の事柄を平滑化・単純化したものであると
ころ，このような体系の共通性は標準化を進めるにあ
たり重要である』と述べる（45）。この点で日本は，国
際標準化活動を進めるにあたり，まずアジアのコンセ
ンサスを得るべきである。

もちろん標準化は分野や事例ごとにその利害が異な
るものであり，必ずしも地域の枠にとらわれる必要は
無い。しかしながら標準化は単独でできるものでは決
して無く，地域という基盤を用意することは今後の国
際標準化活動において意味を持つと考える。

さて，具体的に日本とアジアの関係を見ると，経済
産業省は「国際標準化アクションプラン」（46）でアジア
太平洋地域の連携強化を謳い，ASEAN 諸国を巻き込
んでの標準化活動に取り組んでいる。ただしこれは単
に ISO での投票数を増やすため，日本が提案した標
準案に ASEAN が賛成する形であり，ASEAN 単独で
影響力のあるものではない（47）。

そこで中国に着目すると，国際標準化活動における
影響力を考えた上では，中国との協調には大きな意義
があると思われる。中国は国際標準化についても積極
的に活動を進めており，独自標準の採用されており，
国際的な注目を集めるところである。

欧 州 は す で に，EMERSON，SIEMENS，Volkswagen

といった企業が，中国との国際標準活動に関する協力
協定を結んでいる。これは，これらの企業は今後中国
市場で圧倒的に優位な立場に立つと予想される他，中
国がこれら企業の規格を自国標準として採用し，共に
国際標準とする道を選んだことをも示唆している（48）。

3.2　地域化における問題点

（1）中国・アジアと日本の関係

アジアの地域化における問題点として第一に挙げら

れるのは，日本が果たしてリーダーシップを取れるの
かという点である。

現状を見ると，日本はアジアからの信頼を得られて
いないという声が挙げられている。江藤氏は，『日本
はリーダーとして「導く」ことを考えるが，それでは他
国がついてこないというのが実際である』と述べる（49）。
また原田氏は，『日本政府は国際標準化や技術協力に
関して，常にアジアと日本が一体であり，日本がアジ
アをリードしたいと考えている。しかしそれは日本の
淡い希望に過ぎず，アジア各国は戦前の盟主国との属
国関係を経済面・軍事面で根強く維持している。そこ
に日本の産業界が出て行く隙間はない』と述べる（50）。

この理由としては，思惑の違いと産業構造の違いが
考えられる。

思惑の違いについて，日本は中国やアジアと連携し
て欧米に対抗したいと考えている。しかし一方で，中国
は中国がアジアを率先するか，そうでなくば欧米と協
調する事を思惑とする。このとき，欧米も中国との強調
を図ろうとしている点に注意しなければならない（51）。

また産業構造についても，民需産業中心の中進国型
経済の日本と，官需産業中心の途上国型経済の中国と
いう違いがある。日本は国内のインフラ整備を終え，
各産業の技術力も高まり，国内や国際市場に対して民
間企業が主体となって事業展開を進めている。一方で
中国は，政府が主体となって国内産業を成長させる時
期にある。このような違いを背景として，様々な事情
が異なることとなる。中国は日本の技術を必要として
いるが，ビジネスパートナーとしては必要としてはい
ない（51）。

これらの問題に対して，例えば中国を先頭に立て日
本はサポートする立場に落ち着くことや，あるいは取
引として，一方の標準を日本が主導し他方は相手に譲
るなど，様々な手段と妥協を講じなければならない（45）。
重要なのはあくまでも「リーダーシップを取る」こと
ではなく，国際標準化活動全体で有利な標準を得るこ
とである。そのためには，中国やアジアとの連携につ
いて，柔軟な姿勢を示すべきだと考える。相手を自ら
の有利になるように動かすためには，相手の利益をも
考えなければならない。

ここで，技術力の結晶である特許を有効に活用する
ことが考えられる。我が国の特許権取得件数は少なく
なく，特許は重要な武器となる。確かに，事前標準が
主流となり，特許権を開放したとしても，必ずしも標
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準は成立せずこれによる利益が得られるとは限らな
い。しかしながら，国際的な標準の取得が重視される
現在，経営資産としての特許権について，独占による
利益だけでなく，開放とのバランスを取りつつパート
ナーシップを構築し，標準とこれに基づく市場の獲得
を目指すべきである。

また，日本企業が足並みをそろえるべきであること
も忘れてはならない。個々の日本企業の力は中国とい
う大国の前では非常に脆弱であり，国内での協調が無
ければ国際標準化活動における外国との協調はさらに
難しくなってしまう（45）。
（2）マニュアル作成の問題

またもうひとつの問題として，言葉の問題が挙げら
れる。

日本は技術力こそ高いものの，そのマニュアルを日
本語で作るので，翻訳した場合に微妙な誤解が生じや
すい。一方で中国についてみると，中国は英語によるマ
ニュアル作りに長けており，技術開発にあたっても最
初から標準化を意識した英語マニュアルが作られる（52）。
これについては日本も倣い，英語によるマニュアル作
成を強化するべきであると考える。

各国がコンセンサスを競う国際標準化活動におい
て，言語の問題は致命的である。これについては中国
との連携やアジアの地域化だけでなく，国際標準化活
動全般についての課題として，大きくとらえるべきで
ある。

4．粗悪品対策としての効果の期待
最後に，中国で標準化を行うにあたり，粗悪品対策

としての効果の期待について述べる。

4.1　試験・検査方法の標準化

標準化の対象としては，製品や部品だけでなく，一
定の品質を実現するための試験・検査方法も挙げられ
る。

たとえば材料の耐久性や破壊特性などの品質は，最
終消費者が直接確認・認識することができない。これ
について，国家機関や国際機関が一定の試験・検査方
法を定めてその品質を認証することで，消費者はその
製品についてためらわず取引することができるように
なる。このとき用いられるのが，標準化された試験・
検査方法である。

このような標準化をすることで，供給者への情報開

示による技術の普及や，顧客への情報開示による信頼
獲得ができるほか，競争の適正化による粗悪品の排除
が可能となる。例えば，市場が立ち上がった後におい
て，製品の価値情報が十分に提供されていない場合，
製品の機能や品質が十分ではない製品が市場に出回る
ことがある。ここで試験・検査方法の標準を制定した
ならば，製品を提供する企業は適正な機能・品質を持
たせることが義務付けられ，これに満たない粗悪品は
市場から排除されることになる。このようにして競争
を適正化することで，適正な利益を得ることができる
ようになる（53）。

4.2　中国における試験・検査方法の標準化の事例

上記のように，試験・検査方法の標準化をすること
で，粗悪品の排除という効果が，中国における粗悪品・
模倣品対策のひとつとして期待できると考える。すな
わち，製品の機能・品質について認証を義務付けさせ
ることにより，適当な機能・品質を有さない粗悪品・
模倣品と適正品との区別を可能とし，差別化を図るわ
けである。

ここで実際に標準化が進められている例として，中
国における光触媒の標準化が挙げられる。これについ
て，只氏へのインタビューを参考に，以下説明する（54）。

光触媒とは，光に照らされることにより酸化力を生
じ，接触する有機化合物や最近などの有害物質を除去
することのできる，酸化チタンなどをはじめとする浄
化材料を言う。

中 国 に お い て SARS（Severe Acute Respiratory 

Syndrome；重症急性呼吸器症候群）が流行した 2003

年頃，その抗菌機能が注目され，光触媒についてのブー
ムが起きた。しかし市場に現れた製品にはその機能・
品質を発揮しない粗悪品も多く，商社や中国企業はこ
れに悩まされる結果となった。そこで企業や大学，研
究所が集まり，これら粗悪品の排除を目的として，標
準化活動が始められた。ここで，当初参加した企業は
40 社ほどであり，大学や研究所のほか，外国製品の
輸入などを行う商社なども多かった。2008 年秋現在
においては，約 20 社の企業が参加しており，そのう
ち商社は 3 割程度である。また，この標準化活動に参
加する中国国外企業も 1 社あり，TOTO（北京東陶有
限公司）である。

標準の策定にあたっては，セルフクリーニング機能，
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抗菌機能をはじめとした 4 つの機能に分けて研究，標
準化が行われ，このうちセルフクリーニング機能と抗
菌機能については 2009 年に標準が策定される見通し
である。これらはすべて品質検査についての国家標準
であり，任意の機能の有無を調べるものである。

なお，光触媒の標準化については世界でも日本が主
導的な役割を果たしており（55），中国における標準取
得にあたっても，日本の標準が参考にされている。ま
た国際標準化（ISO）についても日本と共同で進めら
れており，これは可視光による抗菌などについてで，
2011 年を取得目標としている。

4.3　中国における試験・検査方法の標準化の留意点

このように，まだ標準の制定には至っていないもの
の，実際に試験・検査方法について，粗悪品対策とし
て標準化が進められていることがわかる。ここで
TOTO が参入しているように，中国における市場の浄
化を行うことで，日本企業としても利益向上を期待す
ることができると考えられる。

しかし一方で，中国における試験・検査方法の標準
化にあたっては，以下のような留意点も指摘すること
ができる。
ⅰ）参加企業による利害調整

試験・検査方法に限らず，フォーラム標準の策定に
あたってはその参加企業において必ず利害調整が生じ
ることになる。これは，各社がそれぞれ自社の技術を
活かせるように，自社が最大限の利益を得られるよう
に標準を誘導するためである。

上記光触媒の例においても，光の周波数について
254Hz にすべきか 360Hz にすべきかで対立が生じた。
254Hz を推したのは主に企業であり，短波の方が殺菌
力が強く，実用的であるからである。一方で研究者は
360Hz でも十分に抗菌性能を得られるとした。これに
関しては最終的に 360Hz に落ち着くこととなった（56）。

品質・検査方法について，特に国際的な標準化につ
いて注意すべき点としては，環境を理由としての恣意
的な解釈が入り込む余地があるという点である。製品
の使用条件は地域や国が異により変化するため，その
使用環境によって試験方法は大きく異なってしまう。
そのため，国をまたいでの合意形成が難しくなる場合
がある他，このことを利用して自社に有利な標準を策
定しようとする企業も現れる（57）。

従って，中国における試験・検査方法についての標

準化活動に参加する場合においても，この点について
留意しなければならない。
ⅱ）情報漏洩の注意

試験・検査方法の標準については，技術漏洩が問題
となる。試験・検査方法の標準化は言わば比較すべき
性能を具体的に指摘することにつながるところ，標準
により他企業がその欠点を把握・改善することで，他
社に競争力を奪われてしまう可能性がある（58）。

このため，市場が立ち上がる時期にあるのか，すで
に成立しているのかなどを見極めながら，自社製品が
高く評価される標準作成を目指しつつ，競争力を維持
できるよう留意すべきである。
ⅲ）品質標準による粗悪品排除の実効性の疑問

品質標準を制定したとしても，これに実効性がある
かどうかは不明である。たとえば認証された製品に品
質保証マークを付したとしても，マークそのものが模
倣されてしまう場合も考えられるためである。また，
中国の大学生に対して実施したアンケート調査によれ
ば，正規品と模倣品についての識別について，偽造防
止マークや品質証明書を根拠としている人は 7％に過
ぎなかった（59）。

ただし，認証を受けていない製品との差別化につい
ては，一定の効果を得ることができると考える。アン
ケート調査によれば，模倣品の購入理由について「正
規品と差が無いこと」が挙げられており，また「消費
者にとっては模倣品かどうかよりも，ちゃんと使える
かどうかが重要」という回答もあった（59）。この点に
ついてみれば，試験・検査方法標準が保障する“品質”
は直接その程度を確認できるものではないため，安心・
安全が保障されたものと否とでは，消費者の購買意欲
に差を生じさせることもできると考える。

 以上
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年 月　号 バックナンバー内容
2006 年 9 特集《判例研究》

10 特集《「意匠法等の一部を改正する法律」について》
11 特集《地域産業活性化のための取り組み（地域産業の実態）》（欠品）
12 特集《周辺業務の実際》

2007 年 1 特集《知的財産の価値評価》
2 特集《企業の知財戦略》
3 「流通流動化検討委員会連載スタート」，「改正意匠法 24条 2項について」
4 《企画・若手弁理士の活動報告》《平成 18年度著作権重要判決紹介》
5 特集《第 12回知的財産誌上研究発表会》
6 特集「インターネット上の知財データの活用／平成 18年度著作権委員会」
7 特集《北海道・不正競争防止法委員会》
8 特集《女性弁理士》，第 12回知的財産権誌上研究発表会　質疑応答原稿
9 特集《平成 18年特許法》（欠品）
10 特集《特許明細書作成実務》
11 特集《最近の米国判例》
12 特集《地方自治体の知財への取り組み》

2008 年 1 特集《環境技術》
2 特集《知財を取り巻く世界情勢》
3 特集《既登録弁理士の継続研修》
４ 特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》
5 特集《第 13回知的財産権誌上研究発表会》
6 特集《中国の知的財産制度》
7 特集《良い明細書の作成方法》
8 特集《平成 19年度著作権・コンテンツ委員会》
9 特集《農林水産分野における知的財産》
10 特集《知財コンサルティング》
11 特集《審査・審判実務の実施》
12 特集《事務所経営》

2009 年 1 特集《国際出願　弁理士制度 110周年に寄せて》
2 特集《支部の活動紹介（前編）》
3 特集《支部の活動紹介（後編）》
4 特集《知財流通・海外の審査動向》
5 特集《第 14回知的財産権誌上研究発表会》
6 特集《弁理士会の新しい取組み》
7 特集《バイオ・ライフサイエンス委員会》
8 特集《著作権／第 14回知的財産権誌上研究発表会質疑応答の部》


